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必要とされる環境社会配慮調査項目の幅広い洗い出しを行い、その結果を報告

書に明確に記述することである。 

・案件形成調査における環境社会配慮ガイド

アイデアを活用し、将来の案件を発掘していくという制度であることから、

その段階・枠組み・調査期間・予算規模・相手国関係機関の協力体制等において

JICA/JBIC 等とは差異があることを十分に認識しつつ、以下のように手続き及び調査

における配慮事項報告書の記述内容について基本方針を定めるものとする。 

１）調査の実施手続き等について 

① スクリーニング 

・嘆 案件形成

調査の質の向上にもつながるよう、和文・英文の最終報
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